
様式第２号（第６条関係） 

申請日   令和  年  月  日 

（宛先）さいたま市長 
   ※「施設等利用給付認定通知書」を確認のうえ、御記入ください。 

認定保護者※(申請者) 

氏 名 ・ 生 年 月 日 
 

（      年  月  日生まれ）   

現 住 所 
 

 

連 絡 先 －    － 

認 定 子 ど も 

氏 名 ・ 生 年 月 日 

 

（      年  月  日生まれ）   

認 定 番 号※  

施設等利用費支給申請書兼請求書（償還払い用） 

 
私は、子ども・子育て支援法第３０条の１１第１項の規定に基づき、特定子ども・子育て支援提供証明書

及び記入事項に関する証拠書類を添付し、以下のとおり施設等利用費の支給を申請します。支給決定された

施設等利用費は、下記の振込先に振り込んでください。 

 なお、施設等利用費の審査及び支払いにあたり、次の事項に同意します。 

 
 

 

 
１ 申請額  右記「施設等利用費明細書」のとおり 

２ 振込先 （あてはまる□にレ点） 

□ 前回の申請と同じ口座  □ 以下の口座（初めての申請の時や前回と異なる口座を指定する場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類は、ホチキス止めするか、

裏面に貼付してください。 

▼添付書類（この申請書に添付してください。添付がない場合は支給できません。） 
・特定子ども・子育て支援提供証明書 

 ・施設等に支払った金額を証明する領収証等（口座振替の場合は通帳の写しなどでも可） 
※ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業（送迎のみの利用は支給対象外）を利用した場合は上記書類ではなく「援助活動報告書」を添付。 

⑴施設等利用給付認定保護者（申請者）と認定子どもがさいたま市内に居住していることを、さいたま市が住民基本台帳で確認すること。 

⑵実際に利用していることをさいたま市が対象施設に確認すること。 

⑶利用料の支払い状況をさいたま市が対象施設に確認すること。 

⑷給付額は、さいたま市が申請内容や添付書類を基に審査を行い、支給決定すること。 

金融機関名 銀行・信用金庫・農協・信用組合・労働金庫  

支店名 （※ゆうちょ銀行の場合は店番

に他行からの振込用の３桁の番号を記入し

てください。店名の記入は不要です。） 

店名 店番 

    

預金種目 普通  ・  当座 
口座番号（※ゆうちょ銀行の場合は他行

からの振込用の７桁の番号）        

口座名義（カタカナ）  

 

認定保護者名義でない口座に振込希望の場合は必ず記入してください。 
 

□ 右の者を代理人と定め 

施設等利用費の受領を 

委任します。 

氏  名：                    
 
住  所：□ 認定保護者と同じ 
 

 
                         
 
生年月日：         年   月   日  

施設等利用費明細書（幼稚園、認定こども園の在園者用） 

※太枠内のみ御記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注記） 
※1 [支払った利用料]︓幼稚園等が発行した領収証等に記載された預かり保育の利用料から「特定費用」（おや

つ代など）の額を除いた額 
  [利用日数]︓幼稚園等が発行した「特定子ども・子育て支援提供証明書」に記載された利用日数 
※2 【重要】在籍する幼稚園等の教育・保育の提供が 1 日あたり 8 時間以上、かつ年間 200 日以上の場合は、

認可外保育施設等の利用料は無償化の対象となりませんので、記載しないでください。 
    [施設等名称]︓記入対象は認可外保育施設、病児保育事業、認可保育所等の一時預かり事業、ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰ

ﾄ・ｾﾝﾀｰ事業（送迎のみの利用除く）です。領収証等に記載された施設名*を正確に記入してください。 
  （*ベビーシッター個人と契約している場合は「ベビーシッターの個人名」、さいたま市ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・

ｾﾝﾀｰまたは緊急ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ埼玉を利用した場合は「さいたま市ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ」と記入） 
[金額欄]︓利用施設ごと、月ごとに、利用した施設等が発行した領収証等に記載された保育料や延長保
育料から特定費用（給食費など）の額を除いた額を記入してください。なお、さいたま市ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰ
ﾄ・ｾﾝﾀｰひとり親家庭支援事業助成金の申請を行った方は、利用料から助成金申請額を控除した金額を
記入してください。 

※3 【重要】「施設等利用給付認定の区分」が第 1 号の期間は、支給対象となりません。また、月の途中で
認定の取得・喪失があった場合は、上限月額を日割りします。 

費 用 の 種 類 幼稚園等の預かり保育事業、認可外保育施設等の利用料 

認 定 こ ど も 

氏 名 

(カナ) 
施設等利用給付 

認 定 の 区 分 

□ 第 2 号 

□ 第 3 号 
 

幼稚園・認定こど

も 園 名 称 

 

 
 年   月分 年   月分 年   月分 

1.幼稚園等の

預かり保育事

業 

※1 

(A) 支払った利用料 円 円 円 

(B) 利用日数 日 日 日 

(C) (B)×450 円 円 円 円 

(D) 
(A)と(C)のいずれか小さい
ほう 

円 円 円 

2.認可外保育

施設等の利用

料 

※2 

(E) 

施設等名称① 

円 円 円 
 

施設等名称② 

円 円 円 
 

施設等名称③ 

円 円 円 
 

施設等名称③ 

円 円 円 
 

3.小計 
(F) (D)+(E) 円 円 円 

4.上限月額 

※3 (G) 
第 2 号認定：11,300 円 
第 3 号認定：16,300 円 円 円 円 

5.(F)と(G)のいずれか小さいほう＝支給金額 
円 円 円 

 

     

支 給 決 定 額 円 

 


